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16.52%

　○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を

　○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を　○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を

　○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を

　　行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　　行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。　　行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　　行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、

　○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、　○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、

　○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、

　　地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　　地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。　　地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　　地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

　　

　　　　

　　

　（単位：千円）
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4,060 4,967 4,404 4,763 5,525

後期高齢者医療特別会計

合　　計　（１）

合　　計　（１）合　　計　（１）

合　　計　（１）

会計名(公営事業会計：除く公営企業）

会計名(公営事業会計：除く公営企業）会計名(公営事業会計：除く公営企業）

会計名(公営事業会計：除く公営企業）

国民健康保険特別会計

実

質

赤

字

比

率

の

算

定

範

囲

連

結

実

質

久山町

一

一一

一

般

般般

般

会

会会

会

計

計計

計

等

等等

等

一般会計

一般会計一般会計

一般会計

一般会計

一般会計一般会計

一般会計

等に属す

等に属す等に属す

等に属す

る特別会

る特別会る特別会

る特別会

計

計計

計

会　計　名

会　計　名会　計　名

会　計　名

実質収支額

実質収支額実質収支額

実質収支額

標準財政規模

標準財政規模標準財政規模

標準財政規模

（黒字の比率（％））

（黒字の比率（％））（黒字の比率（％））

（黒字の比率（％））

実質赤字比率（％）

実質赤字比率（％）実質赤字比率（％）

実質赤字比率（％）

一般会計等以

一般会計等以一般会計等以

一般会計等以

外の特別会計

外の特別会計外の特別会計

外の特別会計

のうち公営企

のうち公営企のうち公営企

のうち公営企

業に係る特別

業に係る特別業に係る特別

業に係る特別

会計以外の会

会計以外の会会計以外の会

会計以外の会

計

計計

計

◎

◎◎

◎ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移

実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移
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　○用語解説

　○用語解説　○用語解説

　○用語解説

・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計

・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの

・実質赤字額：当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額

・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の
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・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の

　額を控除した額、法非適用企業の場合：基本的に一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額）

・公営企業：地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法が適用される法適用企業とそれ以外の法非適用企業に分類）
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　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした

　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした

　○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした

　　額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す

　　額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す　　額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す

　　額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す

　　指標ともいえます。

　　指標ともいえます。　　指標ともいえます。

　　指標ともいえます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度の実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均値を計算することに

　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度の実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均値を計算することに　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度の実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均値を計算することに

　○　実質公債費比率は、以下に示すように、(1)単年度の実質公債費の比率を計算し、(2)その過去３ヶ年の平均値を計算することに

　　より算定します。

　　より算定します。　　より算定します。

　　より算定します。

　　（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はH27決算数値の場合）

　　（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はH27決算数値の場合）　　（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はH27決算数値の場合）

　　（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はH27決算数値の場合）

元利償還金等(a) 算入公債費等の額(b) 一般会計等の負担額（分子）

　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(c) 算入公債費等の額(b)

比較する財政の規模（分母）

　　（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）

　　（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）　　（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）

　　（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）

＋

＋

　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去

　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去

　○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去

　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　　からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計
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10.91837495

12.7%12.7%12.7%12.7%38.10828213  / ３ ＝

◎◎◎◎ 実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の一般会計

　　等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

　　等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。　　等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

　　等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「元利償還金等(a)」の内訳

○　「元利償還金等(a)」の内訳○　「元利償還金等(a)」の内訳

○　「元利償還金等(a)」の内訳

　　　　　（単位：千円、％）
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②積立不足額

③満期一括償還債

④公営企業債等繰入額

4.4

▲ 3.8 ▲ 0.4

0.2

⑤組合等負担等額

23.3

▲ 1.2 ▲ 4.3

▲ 2.2

⑥債務負担行為

0.0 0.0 0.0

0.0

⑦一時借入金

皆増

   皆減

元利償還金等(a)

2.5 12.6 11.8

0.9

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳○　「算入公債費等の額(b)」の内訳

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率

増減率

公債費算入（元利）

6.4 9.1 13.0

0.3

公債費算入（準元利）

▲ 13.9 ▲ 45.8 ▲ 41.6

▲ 1.2

事業費補正（元利）

▲ 2.5 ▲ 5.0 ▲ 4.1

▲ 24.0

事業費補正（準元利）

2.8 2.4 2.3

2.0

密度補正（元利）

密度補正（準元利）

▲ 1.3

2.1

▲ 0.8

3.2

算入公債費等の額(b)

2.4 2.9 5.0

▲ 3.1

◎　一般会計等の負担額（分子）

◎　一般会計等の負担額（分子）◎　一般会計等の負担額（分子）

◎　一般会計等の負担額（分子）

　　　　　（単位：千円、％）

(a)－(b)

増減率 増減率 増減率

増減率

一般会計等の負

担額

2.7 29.9 21.5

5.8

H27決算

H27決算H27決算

H27決算

442,146

442,146442,146

442,146

0

00

0

H27決算

H27決算H27決算

H27決算

117,045

117,045117,045

117,045

0

00

0

707,138

707,138707,138

707,138

0

00

0

239,474

239,474239,474

239,474

16,779

16,77916,779

16,779

8,739

8,7398,739

8,739

333,264

333,264333,264

333,264

H27決算

174,719

174,719174,719

174,719

1,514

1,5141,514

1,514

174,275

1,532

0

00

0

30,803

30,80330,803

30,803

373,874

373,874373,874

373,874

154,212132,939

106,550

H24決算

141,394

0

556,738

556,738556,738

556,738

199,620

199,620199,620

199,620

280,358

H26決算H25決算H24決算

315,059

315,059315,059

315,059

0

H23決算 H24決算 H25決算 H26決算

436,000360,184

0 0

280,840

0

0 0 0

17,915 17,15314,710 18,138

238,800 249,359 239,958 239,015

H26決算

8,739 8,739

700,907

700,907700,907

700,907626,796

626,796626,796

626,796

0 144 0 0

73,780

29,866 29,486 30,094 29,856

112,154 114,696109,491

259,391

259,391259,391

259,391

0

385,848

385,848385,848

385,848

68,320

543,089

543,089543,089

543,089

8,739 8,739

65,48971,902

H25決算

4,845 2,625

H23決算

0 0 0

49,793

49,79349,793

49,793

H23決算

194,328

194,328194,328

194,328

348,761

348,761348,761

348,761 357,118

357,118357,118

357,118 367,405

367,405367,405

367,405

5,626



35 　　　　　　　　　　　　
9.2% 10.9%

久山町
◎◎◎◎ 実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移実質公債費比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　○比較する財政の規模（分母）の内訳について　

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「標準財政規模(c)」の内訳

○　「標準財政規模(c)」の内訳○　「標準財政規模(c)」の内訳

○　「標準財政規模(c)」の内訳

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率

増減率

標準税収入額等 2.3 2.6

▲ 1.7

2.6

普通交付税額

▲ 2.3 ▲ 5.0

4.3 3.1

臨時財政対策債発行可能額

▲ 7.2

2.3 3.8 ▲ 4.1

標準財政規模(c)

0.6 1.3

▲ 0.3

2.1

算入公債費等の額(b)

2.4 2.9 5.0 ▲ 3.1

◎　比較する財政の規模（分母）

◎　比較する財政の規模（分母）◎　比較する財政の規模（分母）

◎　比較する財政の規模（分母）

　　　　　（単位：千円、％）

(c)－(b)

増減率 増減率 増減率

増減率

比較する財政の

規模

0.4 1.1

▲ 1.1

2.9

　　　　　（単位：％）

増減率 増減率 増減率

増減率

2.3
28.5 22.8

2.8

○　経年推移グラフ

○　経年推移グラフ○　経年推移グラフ

○　経年推移グラフ

H26決算

367,405

367,405367,405

367,405

456,060

456,060456,060

456,060

232,903

H26決算

385,848

385,848385,848

385,848

2,792,301

2,792,3012,792,301

2,792,301

H27決算

H27決算H27決算

H27決算

241,773

H27決算

231,973

231,973231,973

231,973

373,874

373,874373,874

373,874

H24決算

227,565

8.49411748

8.494117488.49411748

8.49411748

2,375,729

2,375,7292,375,729

2,375,729

H25決算

357,118

357,118357,118

357,118

2,707,215

2,707,2152,707,215

2,707,215

H25決算

13.40971039

13.4097103913.40971039

13.40971039 13.78019680

13.7801968013.78019680

13.78019680

H25決算 H26決算 H27決算

10.91837495

10.9183749510.91837495

10.91837495

2,341,431

2,341,4312,341,431

2,341,431

H23決算

2,690,192

2,690,1922,690,192

2,690,192

2,349,484

2,349,4842,349,484

2,349,484

2,743,134

2,743,1342,743,134

2,743,134

2,104,268

2,104,2682,104,268

2,104,268

2,418,427

2,418,4272,418,427

2,418,4272,350,097

2,350,0972,350,097

2,350,097

245,258

348,761

348,761348,761

348,761

単年度の実質公

単年度の実質公単年度の実質公

単年度の実質公

債費の比率

債費の比率債費の比率

債費の比率

2,735,332

2,735,3322,735,332

2,735,332

2,086,196

424,035

2,051,180

442,379

H23決算 H24決算

8.29953990

8.299539908.29953990

8.29953990

H23決算

1,988,155

456,779

H24決算

2,033,459

446,191

543 

543 543 

543 

557 

557 557 

557 

627 

627 627 

627 

701 

701 701 

701 

707 

707 707 

707 

600 

700 

800 

百万円

元利償還金等（ａ）の総額及び内訳

259

259259

259

315

315315

315

333

333333

333

20%

25%

250

300

350

百万円

一般会計等の負担額及び実質公債費比率

○用語解説

○用語解説○用語解説

○用語解説

・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計

・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの

・①元利償還金 ： 一般会計等に係る公債費の額から、繰上償還等の額及び都市計画税充当可能額等の公債費充当特定財源の額を控除した額

・②積立不足額 ： 減債基金への積立不足額を考慮して算定した額

・③満期一括償還債 ： 実際の償還額ではなく、償還期間30年の元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額

・④公営企業債等繰入額 ： 一般会計等から一般会計等以外への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

・⑤組合等負担等額 ： 一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

・⑥債務負担行為 ： 債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に基づく当該年度

　　　　　　　　　　　　の支出のうち公債費に準ずるもの

・⑦一時借入金 ： 当該年度に支出した一時借入金の利子

・算入公債費等の額 ： 地方債の元利償還金額及び準元利償還金額のうち、当該年度の普通交付税の算定において基準財政需要額として算入

　　　　　　　　　　　　　　された額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

0 

100 

200 

300 

400 

500 

H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算

①元利償還金 ②積立不足額

③満期一括償還債 ④公営企業債等繰入額

⑤組合等負担等額 ⑥債務負担行為

⑦一時借入金

194

194194

194

200

200200

200

9.7%

9.7%9.7%

9.7%

8.5%

8.5%8.5%

8.5%

9.2%

9.2%9.2%

9.2%

10.9%

10.9%10.9%

10.9%

12.7%

12.7%12.7%

12.7%

8.3%

8.3%8.3%

8.3%

8.5%

8.5%8.5%

8.5%

10.9%

10.9%10.9%

10.9%

13.4%

13.4%13.4%

13.4%
13.8%

13.8%13.8%

13.8%

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

200

H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算

一般会計等の負担額

実質公債費比率（３ヶ年平均）

実質公債費比率（単年度）

（＊実質公債費比率（単年度）は小数点以下第２位を四捨五入して表示。）

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。
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　○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担

　○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担　○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担

　○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担

　　すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般会計

　　すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般会計　　すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般会計

　　すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般会計

　　等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い

　　等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い　　等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い

　　等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い

　　を示す指標ともいえます。

　　を示す指標ともいえます。　　を示す指標ともいえます。

　　を示す指標ともいえます。

　　　　（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

　○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

　　・平成27年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）

　　・平成27年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）　　・平成27年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）

　　・平成27年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）

将来負担額(A) 充当可能財源等(B) 実質的な将来負債額（分子）

　　　　　（単位：千円、％）

標準財政規模(C) 算入公債費等の額(Ｄ) 比較する財政の規模（分母）

＊　将来負担比率は、実質的な将来負債額（分子）が負の場合、該当なしとなる(「－」で表示)。

　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去か

　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去か　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去か

　○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去か

　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　　らの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償

　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償

　○　特に「将来負担額(Ａ)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償

　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析

　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析

　　を行っている出資法人等に係るものも含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析

　　する上で有益です。

　　する上で有益です。　　する上で有益です。

　　する上で有益です。

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源等(Ｂ)」〕

〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源等(Ｂ)」〕〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源等(Ｂ)」〕

〔計算式：「将来負担額(Ａ)」－「充当可能財源等(Ｂ)」〕

＝

100.0%100.0%100.0%100.0%

67.4%

67.4%67.4%

67.4%

平成24年度

82.6%82.6%82.6%82.6%

＝

8,084,751

－

－－

－

－

－－

－

平成27年度

将来負担比率

373,874

＝

1,631,233

2,418,427

2,792,301

6,453,518

久山町

67.4%67.4%67.4%67.4%

平成25年度

74.8%74.8%74.8%74.8% 77.5%77.5%77.5%77.5%

平成26年度

将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率
平成27年度平成23年度

◎

◎◎

◎ 将来負担比率の状況と推移

将来負担比率の状況と推移将来負担比率の状況と推移

将来負担比率の状況と推移

○　「将来負担額(A)」の内訳

○　「将来負担額(A)」の内訳○　「将来負担額(A)」の内訳

○　「将来負担額(A)」の内訳

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率

増減率

①地方債の現在高 5.5 42.9

▲ 1.7

▲ 0.1

②債務負担行為

▲ 8.7 ▲ 9.5

▲ 10.5

▲ 11.8 ###

③公営企業債等繰入見込額

▲ 1.8 ▲ 4.0 ▲ 4.8

▲ 6.4 ###

④組合等負担等見込額

▲ 11.9

▲ 7.1

▲ 11.8

27.7 ###

⑤退職手当負担見込額

5.9

▲ 12.2

3.0

▲ 39.7 ###

⑥負担見込額〔地方道路公社〕

###

⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ▲ 28.8    皆減

###

⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕

###

⑨負担見込額〔地方独法〕

⑩連結実質赤字額

###

⑪組合等連結実質赤字額

将来負担額(A)

▲ 4.5 ▲ 1.0 ▲ 3.0

▲ 3.9

○　充当可能財源等(B)

○　充当可能財源等(B)○　充当可能財源等(B)

○　充当可能財源等(B)

　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率

増減率

充当可能基金

▲ 8.0

4.6

▲ 9.8

▲ 9.4

特定歳入〔都市計画税以外〕

33.0

▲ 39.3 ▲ 10.1

▲ 12.4

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額

2.4 1.2

▲ 2.0

0.9

充当可能財源等(B)

▲ 0.2

1.2

▲ 4.4

▲ 2.1

◎　実質的な将来負債額（分子）

◎　実質的な将来負債額（分子）◎　実質的な将来負債額（分子）

◎　実質的な将来負債額（分子）

　　　　　（単位：千円、％）

(A)－(B)〔算定の分子〕

増減率 増減率 増減率

増減率

実質的な将来負債額

▲ 17.1

▲ 8.5

2.6 ▲ 10.5

120,887

334,388

H27決算

4,558,816

4,558,8164,558,816

4,558,816

3,329,620

74,304

H25決算 H26決算

4,638,768

65,565

65,56565,565

65,565

4,693,451

H26決算

0

0 0

6,594,355

6,594,3556,594,355

6,594,355

3,116,400

3,116,4003,116,400

3,116,400

83,044

3,496,495

4,562,046

H27決算

106,587

0

00

0

H26決算

8,416,998

8,416,9988,416,998

8,416,998

0

0

1,631,233

1,631,2331,631,233

1,631,233

8,673,582

8,673,5828,673,582

8,673,582

6,896,349

6,896,3496,896,349

6,896,349

H25決算

88,28698,214

0

6,453,518

6,453,5186,453,518

6,453,518

1,812,618

0

0

00

0

0

00

0

0

0

1,778,719

0

0

0

1,921,399

0

00

9,173,860

9,173,8609,173,860

9,173,860

H23決算

3,642,391

H24決算

3,246,3813,077,394

91,783100,524

3,710,029

380,807

0

359,519

0

147,675 130,173

0

1,265,626

0

1,941,889

1,941,8891,941,889

1,941,8892,342,242

2,342,2422,342,242

2,342,242

H23決算

8,757,161

8,757,1618,757,161

8,757,161

121,723

0

H23決算 H25決算

2,009,235

161,919

4,788,900

1,777,233

1,777,2331,777,233

1,777,233 1,822,643

1,822,6431,822,643

1,822,643

4,731,954

H24決算

6,831,618

6,831,6186,831,618

6,831,618

2,088,708

4,621,187

H24決算

0

6,815,272

6,815,2726,815,272

6,815,272

00

0

00

0

207,853

207,853207,853

207,853

0

344,441

0

0

4,734,610

4,734,6104,734,610

4,734,610

0

00

0

1,641,602

1,641,6021,641,602

1,641,602

77,306

77,30677,306

77,306

H27決算

136,117

136,117136,117

136,117

0

00

0

0

00

0

8,084,751

8,084,7518,084,751

8,084,751



35

　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　
久山町

◎

◎◎

◎ 将来負担比率の状況と推移

将来負担比率の状況と推移将来負担比率の状況と推移

将来負担比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　○比較する財政の規模（分母）の内訳について　

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D)

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D)○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D)

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D) 　　　　　（単位：千円、％）

増減率 増減率 増減率

増減率

標準財政規模（C）

0.6

1.3

▲ 0.3

2.1

・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産の

算入公債費等の額(D)

2.4

2.9 5.0 ▲ 3.1

◎　比較する財政の規模（分母）

◎　比較する財政の規模（分母）◎　比較する財政の規模（分母）

◎　比較する財政の規模（分母）

　　　　　（単位：千円、％）

(Ｃ)-(Ｄ)〔算定の分母〕

増減率 増減率 増減率

増減率

比較する財政の規模

0.4 1.1

▲ 1.1

2.9

○　経年推移グラフ

○　経年推移グラフ○　経年推移グラフ

○　経年推移グラフ

H27決算

2,792,301

2,792,3012,792,301

2,792,301

H26決算

2,743,134

348,761

2,341,431

2,341,4312,341,431

2,341,431

H23決算 H24決算

2,350,097

2,350,0972,350,097

2,350,097

2,690,192 2,707,215

H24決算H23決算 H25決算

357,118

2,735,332

367,405 385,848

2,375,729

2,375,7292,375,729

2,375,729 2,349,484

2,349,4842,349,484

2,349,484

2,418,427

2,418,4272,418,427

2,418,427

H25決算 H27決算H26決算

373,874

373,874373,874

373,874

9,174 

9,174 9,174 

9,174 

8,757 

8,757 8,757 

8,757 8,674 

8,674 8,674 

8,674 

8,417 

8,417 8,417 

8,417 

8,085 

8,085 8,085 

8,085 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算

百万円

将来負担額（A）の総額及び内訳

①地方債の現在高 ②債務負担行為

③公営企業債等繰入見込額 ④組合等負担等見込額

⑤退職手当負担見込額 ⑥負担見込額〔地方道路公社〕

⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ⑧負担見込額〔第三ｾｸﾀｰ等〕

⑨負担見込額〔地方独法〕 ⑩連結実質赤字額

⑪組合等連結実質赤字額

実質的な将来負債額、比較する財政の規模及び将来負担比率

6,832 

6,832 6,832 

6,832 

6,815 

6,815 6,815 

6,815 

6,896 

6,896 6,896 

6,896 

6,594 

6,594 6,594 

6,594 

6,454 

6,454 6,454 

6,454 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27決算

百万円 充当可能財源等（B）の総額及び内訳

交付税算入見込額

特定歳入〔都市計画税〕

特定歳入〔都市計画税以外〕

充当可能基金

○用語解説

○用語解説○用語解説

○用語解説

・一般会計等 ： 地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計

・標準財政規模 ： 標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税、普通交付税等)の規模を示すもの

・①地方債の現在高 ： 一般会計等の決算年度末における地方債現在高

・②債務負担行為 ： 債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に基づく支出

　　予定額（地方債を財源とできる地方財政法第５条各号に定める経費等に係るもの）

・③公営企業債等繰入見込額 ： 一般会計等以外の会計（公営企業会計等）の地方債の元金償還に充てるため、一般会計等からの繰入れが

　　必要と見込まれる額

・④組合等負担等見込額 ： 当該市町村が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てるため、当該市町村からの負担等が必要と

　　見込まれる額

・⑤退職手当負担見込額 ： 退職手当支給予定額（全職員が前年度末に自己都合退職すると仮定した場合の要支給額）のうち、一般会計等に

　　おいて実質的に負担することが見込まれる額

・⑥負担見込額〔地方道路公社〕、⑦負担見込額〔土地開発公社〕、⑧負担見込額〔第三セクター等〕、⑨負担見込額〔地方独法〕

　　： 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額やその者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・

　 　経営状況を勘案して一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑩連結実質赤字額 ： 地方公共団体の一般会計等及び公営事業会計における連結ベースでの実質赤字額

・⑪組合等連結実質赤字額 ： 一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

2,342

2,3422,342
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実質的な将来負債額、比較する財政の規模及び将来負担比率

実質的な将来負債額（分子） 比較する財政の規模（分母） 将来負担比率


